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市有財産（旧八戸共同福祉施設サンライズはちのへ 

（土地・建物））売却 

一般競争入札実施要項【郵便型入札】 

 
          

 

 

 

目 次 

申込みから売買代金の支払い・物件の引渡しまで・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

入札説明書 

１ 入札物件（土地・建物）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

２ 入札参加資格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

３ 入札参加申込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

４ 入札参加申込みに必要な書類等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

５ 入札必要書類の交付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

６ 物件の現場確認（現場説明会）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

７ 質疑応答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

８ 入札保証金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

９ 入札方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

10 開札・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

11 入札の無効・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

12 地位の喪失・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

13 契約の締結・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

14 契約保証金及び売買代金の支払方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

15 所有権の移転等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

16 契約上の主な特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

17 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

18 入札者がなかった場合の随意契約による売却・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

物件調書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

案内図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

土地明細図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

配置図・写真・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

平面図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

立面図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

別添：主な物品等一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

様式 

市有財産売却一般競争入札参加申込書兼誓約書【第 1号様式】・・・・・・・・・・・・ 

役員名簿【第 2号様式】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

共有者名簿【第 3号様式】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

質問票【第 4号様式】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

入札書【第 5号様式】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 入札保証金提出書（兼返還請求書）【第 6号様式】・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 市有財産買受申込書兼誓約書【第 7号様式】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 委任状【第 8号様式】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 入札者心得書 （八戸市財務規則別記第１）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

２ 

 

４ 

６ 

７ 

７

８

８

９

９ 

10 

11 

12 

12 

12 

13 

13 

13 

13 

14 

17 

20 

22 

23 

24 

26 

28 

 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

八戸市 商工労働まちづくり部 産業労政課 

受 付 期 間  令和８年 ６月 10日（水）～ 令和８年  ８月 21日（金） 

 入 札 期 間  令和８年  ８月 24日（月）～ 令和８年  ９月  ４日（金） 

 開 札 日 時  令和８年  ９月  ７日（月） 午後２時 
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申込みから売買代金の支払い・物件の引渡しまで 

本物件の一般競争入札等の流れは以下のとおりですが、詳細は必ず入札説明書を参照してください。 

 

①  質疑応答・・・入札説明書「７．質疑応答」参照（９ページ） 

令和８年 ６月 10日（水）～令和８年 ８月 14日（金）午後 5時 

※「質問票」にて、電子メール又はファックスのみ受け付けます。 

 

 

②   入札参加申込み・・・入札説明書「３．入札参加申込み」参照（７ページ） 

令和８年 ６月 10日（水）～令和８年 ８月 21日（金） 

【持参の場合】 午前 9時～午後 5時 ※土日・祝日を除く 

【郵送の場合】 一般書留又は簡易書留 

 

 

③  物件の現場確認（現場説明会）・・・入札説明書「６．物件の現場確認（現場

説明会）」参照（８ページ） 

令和８年 ６月 30日（火） 午後 2時～午後 3時 

旧八戸共同福祉施設サンライズはちのへ（八戸市桔梗野工業団地一丁目 3-20） 

 

 

④  入札保証金の納付・・・入札説明書「８．入札保証金」参照（９ページ） 

※入札書類として、「入札保証金納付済を証する書類（金融機関が発行した振込金受取

書等）のコピー」が必要となるため、必ず金融機関から受け取ること 

 

 

 

⑤  入札【郵便型】・・・入札説明書「９．入札方法」参照（10ページ） 

令和８年 ８月 24日（月）～令和８年 ９月 ４日（金） 

※入札保証金納付済を証する書類のコピーが必要です。 

※入札書類を指定の封筒（八戸郵便局留）により「一般書留又は簡易書留」で郵送 

 

 

⑥  開札・・・入札説明書「10．開札」参照（11ページ） 

令和８年 ９月 ７日（月）午後 2時（場所：八戸市庁別館５階会議室 B） 

※開札立会任意 
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⑦ 建物及び土地売買仮契約の締結 

・・・入札説明書「13.契約の締結」参照

（12ページ） 

令和８年 ９月 15日（火）まで 

※八戸市議会で議決されたときに本契約と

しての効力を生じることとなります。 

※仮契約締結時に契約保証金（入札保証金

を全額充当した後の差額）を納付してい

ただきます。 

 

 

⑧ 八戸市議会の議決 

・・・入札説明書「13.契約の締結」参照

（12ページ） 

※令和８年 12月定例会（例年 12月上旬～）

に議案提出予定。 

 

 

⑨ 売買代金の支払い・・・入札説明書「14.契約保証金及び売買代金の支払方法」参

照（13ページ） 

※八戸市議会の議決（可決）後、1か月以内に売買代金（契約金額から契約保証金として

納付した額を差引いた残額）を納付していただきます。 

 

 

⑩ 所有権移転登記・・・入札説明書「15.所有権の移転等」参照（13ページ） 

※売買代金完納時に所有権移転及び現状有姿による物件引渡しがあったものとみなしま

す。所有権移転登記は八戸市が行い、登録免許税等必要費用は落札者負担とします。 

 

 

 

 

 

 

 

  

(1) 先着順による随意契約 

令和８年 ９月 11日（金）から 

※八戸市産業労政課へ直接持参。 

↓ 

(2)建物及び土地売買仮契約の締結 

↓ 

(3) 八戸市議会の議決 

 ※令和８年 12月定例会（例年 12

月上旬～）に議案提出予定。 

＜入札者がなかった場合＞ 

入札説明書「18.入札者がなかっ

た場合の随意契約による売却」 

参照・・・（14ページ） 
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入札説明書 

八戸市（以下「市」といいます。）では、以下の市有財産を売却するにあたり一般競争入札（郵便型入札）

で落札者を決定します。この入札実施要項及び巻末の入札者心得書（八戸市財務規則（昭和 54年八戸市規

則第 1号）別記第 1）をよく読み、内容を十分把握したうえでご参加ください。 

 

 １ 入札物件（土地・建物）                                

(1) 物件名 

  旧八戸共同福祉施設サンライズはちのへ（土地・建物） 

 

(2) 物件概要 

 土 地 建 物 

建築年月日 ― H2.10.29（築 35年８月） 

所在地 ／ 構 造 
青森県八戸市桔梗野工業団地 

一丁目 2番 675 

鉄骨鉄筋コンクリート造 

アルミニウム板葺 2階建 

面 積 ／ 延 床 3,694.00㎡（登記） 
1,126.41㎡（登記） 

（1階 849.51 ㎡、2階 276.90㎡） 

用途地域 工業専用地域 ― 

建ぺい率  70％（角地緩和により） ― 

容積率 200％ ― 

付帯設備 電気・照明、火災装置、給排水衛生、給湯、暖房換気、駐車場（30 台分） 

施設内容 多目的ホール、会議室、教養文化室（和室）、研修室、事務室 

高度指定 指定なし 

防火指定 建築基準法第 22条区域 

その他 

石綿：外壁の仕上塗材について、下地調整塗材よりクリソタイルが検出 

PCB：調査未実施 

耐震診断：義務付け対象外（S56.4.1以降建設工事着工） 

最低売却価格(税抜) 
73,550,000円 

（土地 36,720,000円、建物 36,830,000円） 

入札保証金額  3,680,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 最低売却価格は、令和７年 10月１日時点の鑑定評価額に基づき算定したものであり、建物に係る消

費税及び地方消費税相当額（税率合計 10％）が別途加算されます。 

※「土地」と「建物（消費税抜き）」の総額を合わせた金額を入札します。 

※ 入札価格の土地価格と建物価格の内訳は、最低売却価格の土地価格と建物価格の比率により、市が

決定します。 

～ 本物件は「工業専用地域」に立地しております～ 

本物件は、八戸市都市計画に基づき、用途地域が「工業専用地域」に指定されており、

住宅、店舗、学校、病院、ホテルなどの建築物は建築できない地域となっております。 

用途地域の建築制限については建築指導課にご相談ください。 

【連絡先】八戸市 都市整備部 建築指導課 建築審査グループ 0178-43-9438 
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※ 売却価格は、入札書に記載された金額をもとに決定した土地価格と、入札書に記載された金額をも

とに決定した建物価格に建物価格の 10％に相当する額を加算した価格の合計とします。 

※ 本件土地及び建物は現状有姿による売り払いです。契約締結の日以降に土地（地下含む）及び建物

内に存在する一切の工作物、樹木、設備及び什器備品等は市で撤去せず、土地及び建物の所有権移転

と同時に落札者の所有となります。（主な什器備品は、「別添１：主な物品等一覧表」を参照） 

 契約締結後、物件引渡しまでの間に目的物に変動が生じても市は、引渡し時の現状のまま引き渡せ

ば足りるものとします。 

※ 落札者が所有権移転後に建物や工作物等の解体処分・修繕及び改修等する場合、市はこれらにかか

る一切の費用負担をしません。 

  また、上記の設備及び什器備品等は、令和７年９月末をもって使用を終了しており、その後の動作

や性能については保証しません。所有権移転後に落札者の判断のもと、その使用や処分等を行う場合

に要する一切の費用は落札者の負担となります。 

※ 物件の詳細については、物件調書を御覧ください。なお、物件調書は入札参加者が物件の概要を把

握するための参考資料ですので、事前に必ず入札参加者御自身において、現地及び諸規制について調

査確認を行ってください。 

※ 予告なく入札中止、内容変更をすることがあります。 
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 ２ 入札参加資格                                    

個人及び法人（市内に在住・在勤又は事務所・事業所等の有無を問いません。）の方で、指定された期限

までに入札保証金、契約保証金及び売買代金を支払うことができる方であれば、どなたでも申込みができま

す。 

ただし、次の①～⑬のいずれかに該当する方は、入札に参加することができません。 

① 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第１項各号に該当する者 

（入札にかかる契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、指

定暴力団員とその関係者等） 

② 市有地売却において、落札者、買受人としての地位を失った日後２年を経過していない者 

③ 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づき更正手続開始の申立てがなされている者 

④ 民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者 

⑤ 破産法（平成 16年法律第 75号）、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律（平成 8年法律第

95号）及び農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律（平成 12年法律第 95号）に基づき

破産手続開始の申立てがなされている者 

⑥ 八戸市の事務又は事業における暴力団排除措置の実施に関する要綱（平成 24年９月 25日制定）第２

条第３号に掲げる者（排除措置対象者） 

⑦ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号）第２条第２号に規定する

暴力団又はその構成員の統制下にある団体若しくはその利益となる活動を行う者 

⑧ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11年法律第 147号）第８条第２項第１

号に掲げる処分を受けている団体又はその役職員若しくは構成員 

⑨ ⑦に掲げる者から委託を受けた者及び⑧に掲げる者の関係団体 

⑩ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第２号に規定する

暴力団の事務所並びに無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11年法律第 147

号）第５条に規定する観察処分を受けた団体の事務所の用に供しようとする者 

⑪ 本入札にかかる手続き等に必要な日本語を完全に理解できない者。ただし、その代理人が日本語を理

解できる場合は除く。 

⑫ 日本国内に住所、連絡先がいずれもない者。ただし、その代理人の日本国内に住所又は連絡先がある

場合を除く。 

⑬ 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 238条の３第１項の規定に該当する職員（当該公有財産に関

する事務に従事する当市の職員） 

 

※ 入札参加資格の確認を行うため、市が警察等関係機関に対して申込者及び共有者について照会を行うこ

とについて、その旨御了承ください。（法人の場合、その役員等を含みます。） 

  また、照会の結果、八戸市の事務又は事業における暴力団排除措置の実施に関する要綱（平成 24年９

月 25日制定）第２条第３号に掲げる排除措置対象者であることが確認できた場合には、同第３条に基づ

き排除措置を行い、同第４条に基づき内容を公表いたします。 
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 ３ 入札参加申込み                                   

この入札に参加するには、事前に申込みが必要です。 

 受付期間内に、持参又は郵送により下記(２)受付場所（送付先）に必要書類を提出してください。 

 （郵送の場合は必ず一般書留又は簡易書留としてください。受付期間内に届かなかった場合、 

  書類に不備がある場合又は指定の方法以外で郵送提出があった場合は受付できません。） 

 また、電話、ファックス、電子メール等での申込みはできません。 

(1) 受付期間 

令和８年６月 10日（水）から 令和８年８月 21日（金）まで【必着】 

※直接持参の場合は午前９時～午後５時（土日・祝日を除く） 

(2) 受付場所（送付先） 

八戸市 商工労働まちづくり部 産業労政課 雇用支援対策グループ 

〒031-8686 八戸市内丸一丁目 1番 1号（八戸市庁別館５階） 電話 0178-43-9038（直通） 

 

 持参の場合 持参する日時について、あらかじめ上記の受付場所に電話でご連絡ください。 

郵送の場合 一般書留又は簡易書留にて郵送し、郵送した旨、上記の受付場所に電話でご連絡ください。 

 

 ４ 入札参加申込みに必要な書類等                            

次の必要書類を揃え、必要事項を記入・押印（登録印）のうえ申込みください。   

 提出書類に不備がある場合は受付できませんので御注意ください。 

入札参加申込み必要書類（各１通） （様式は市ホームページからダウンロードできます。） 

 個人の場合 法人の場合 

①  市有財産売却一般競争入札参加申込書兼誓約書【第１号様式】…34 ページ参照 

② 印鑑登録証明書 

※申込日前１か月以内に発行のもの 

印鑑証明書 

※申込日前１か月以内に発行のもの 

③ 本籍地の市区町村長が発行する身分（身元）

証明書 

※申込日前１か月以内に発行のもの 

※取得方法は本籍地の市区町村の住民票発行 

 担当課へお問合せください。 

※外国人の場合は住民票の写しを提出 

会社・法人の登記事項証明書 

（履歴事項全部証明書） 

※申込日前１か月以内に発行のもの 

④  役員名簿【第２号様式】…35 ページ参照 

 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

（共有名義とする場合のみ） 

共有者名簿【第３号様式】…36 ページ参照 

共有者全員の印鑑登録証明書又は印鑑証明書 

共有者全員の身分（身元）事項証明書又は登記事項証明書（履歴事項全部証明書） 

（共有者が法人である場合）共有者の役員名簿【第２号様式】…35 ページ参照 

※ 提出書類はいかなる理由があってもお返しいたしません。 

※ 落札した場合の売買契約や所有権移転登記は、入札参加申込書の記載名義（共有名義とする場合は、

共有者名簿に記載の名義）で行いますので、正確に記載してください。 

※ 共有名義で申込みの場合、同じ物件に個人又は法人として単独で申込みできません。 

※ 共有名義で申込みの場合、入札は入札参加申込書に記載した代表者が行うことになります。 
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 ５ 入札必要書類の交付                                  

入札参加申込み受付後に、市より入札に必要な次の書類等を交付します。 

交付は、原則として入札参加申込み受付日当日に行いますが、後日郵送（一般書留）により行う場合もあ

ります。 

① 入札参加申請受付書 

  （市有財産売却一般競争入札参加申込書兼誓約書の写しに市が受領印を押印したもの） 

② 入札書提出用封筒 

③ 入札関係書類送付用封筒 

※ 入札参加申請受付書の交付後であっても、開札前に申込み資格がないことが判明したとき、又は申

込み資格を失ったときは、参加資格者としての決定を取り消します。 

※ 郵送で申し込まれた方で、上記書類が令和８年８月 28日（金）までに到着していない場合は、産業

労政課へ必ずお問合せください。 

 

 ６ 物件の現場確認（現場説明会）                            

次のとおり現場説明会を行います。希望される方は、あらかじめ産業労政課へ予約をお願いします。 

 

(1) 実施日時 

令和８年６月 30日（火）午後２時開始 ※１時間程度 

(2) 予約連絡先 

八戸市 商工労働まちづくり部 産業労政課 雇用支援対策グループ（電話 0178-43-9038） 

(3) 予約締切 

令和８年６月 26日（金）午後 5時 

 

※ 当日は、市職員立会いのもと現場説明を行います。それ以外の日時に敷地、建物内に立ち入ること

はできません。 

 ※ 当日、午後２時 15分を過ぎても参加希望者が現場に来なかった場合は、説明会を中止します。 

 ※ 敷地内に駐車スペースはありますが、敷地内で起きた事故や車両の損傷等について、市は一切の責任

を負いません。 

 ※ この現場説明会に参加しなくても入札には参加できますが、この入札に関する全ての事項を了知され

て参加されているものとみなします。 

 ※ 上記の開催日時以降で、入札参加申込み期間に本物件を見学したい場合は、産業労政課（電話 

0178-43-9038（直通））へ御相談ください。 
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 ７ 質疑応答                                 

この入札に係る質疑については、質問票【第４号様式】（37ページ参照）に記入の上、電子メール又は

ファックスにて提出してください。電話での質問については、受付いたしません。 

 

(1) 受付期間 

令和８年６月 10日（水）から 令和８年８月 14日（金）午後 5時まで 

 

(2) 受付場所（送付先） 

八戸市 商工労働まちづくり部 産業労政課 雇用支援対策グループ 

メールアドレス sangyo@city.hachinohe.aomori.jp 

ファックス番号 0178-43-2146 

 

 ※ 質問票を提出する際のメール及びファックスの件名は、「旧八戸共同福祉施設サンライズはちのへ入

札質問票」としてください。 

 

(3) 回答 

電子メール又はファックスにて個別に回答するほか、市ホームページにも随時掲載いたします。 

 

 ８ 入札保証金                                      

入札に参加するには、八戸市財務規則第 119条の規定により、事前に入札保証金を納めていただくことが

必要です。下記(１)～(３)のとおり、入札保証金を指定の振込先にお振込みください。 

 

(1) 入札保証金 

3,680,000円（定額） 

(2) 振込先 

（金融機関名） 青森みちのく銀行八戸市庁支店 

（口座種別・番号） 普通 0000013 

（口座名義人） 八戸市会計管理者（ハチノヘシカイケイカンリシャ） 

（3）振込時の注意事項 

 振込名義人は、入札参加申込者（共有名義での申込みの場合は代表者）とし、本入札にかかる入札保

証金として識別するため、振込名義人の前に「9038」と追記してお振込みください。 

   （例）9038 株式会社 ○○○○  

※ 入札の際に、入札保証金納付済みを証する書類（金融機関が発行した振込金受取書等）のコピーの提

出が必要となりますので、振込の際に必ず金融機関より受け取りください。 

※ 振込手数料は、入札者の負担となります。 

※ 落札者の入札保証金は、全額を契約保証金に充当します。ただし、落札者が落札物件の売買契約を

締結しないときは、入札保証金は市に帰属し、返還しません。 

※ 落札者以外の方の入札保証金は、入札時に提出いただく入札保証金提出書（兼返還請求書）に記載

された金融機関口座へ振込により返還します。 

 この場合、入札保証金に利息は付しません。 

 また、返還には、開札後４週間程度を要しますので御了承ください。 
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 ９ 入札方法                                      

入札は郵便型入札であり、郵送（一般書留又は簡易書留）による入札のみ受け付けます。 

 持参による入札はできませんので御注意ください。 

(1) 入札期間 

令和８年８月 24日（月）から 令和８年９月４日（金）まで【必着】 

※ この期間内に、下記(２)入札書類を必ず一般書留又は簡易書留により八戸郵便局留で郵送ください。 

※ 入札書類に不備がある場合は、受付できませんので、内容を充分に確認の上で提出ください。 

※ この期間内に入札書類が到達しない場合、入札は無効となりますので余裕をもって郵送ください。 

 また、入札期間前に到達した場合も無効となりますので御注意ください。 

 

(2) 入札書類 

 ① 入札書【第５号様式】…38ページ参照 ※入札書提出用封筒に入れ封をしたもの 

 ② 入札保証金提出書（兼返還請求書）【第６号様式】…39ページ参照 

 ③ 入札保証金納付済を証する書類（金融機関が発行した振込金受取書等）のコピー 

※ ①の入札書提出用封筒は、入札参加申込み後に市が交付したものを使用してください。 

※ 入札書類の①から③までを、入札参加申込み後に市が交付した入札関係書類送付用封筒に入れて郵送し

てください。 

※ 一度郵送（提出）した入札書の引換え、変更、取消しはできません。 

＜提出書類の作成要領＞ 

① 入札書【第５号様式】 

・ 入札金額（消費税抜きの金額）及び必要事項を記入してください。 

・ 入札者が入札参加申込者の場合は、入札者欄に入札者本人の住所・氏名（法人の場合は法人の

所在地・法人名及び代表者名）を記入し、印鑑登録印で押印してください。 

 また、共有名義で入札を行う場合は、入札参加申込み時に定めた代表者の住所・氏名（法人の

場合は前記同様）を記入し、印鑑登録印で押印してください。 

・ 金額記入には、アラビア数字（０、１、２，３・・・）の字体を使用し、最初の数字の前に必

ず「￥」を記入してください。 

・ 黒色ボールペン（文字を消せるボールペン不可）、又は万年筆を使用して記入してください。 

・ 入札書に記載する全ての内容は、訂正印を押印しても訂正できませんので、書き損じた場合は

新しい用紙に改めて記入してください。 

・入札書提出用封筒に必要事項記入の上、入札書のみを入れて封（のりづけ）をし、印鑑登録印で

割印をしてください。 

・ 入札者を入札参加申込者以外の代理人とする場合は、委任状【第８号様式】（41ページ参照）

が必要です。入札書の押印と入札書提出用封筒の割印は、委任状の「代理人使用印」を使用して

ください。なお、開札の立会が可能なのは、入札者（入札参加申込者（共有名義での申込みの場

合は、代表者）又は委任状による代理人）のみとなります。 

・ 八戸市暴力団排除条例（平成 23年八戸市条例第 48号）第２条第１号又は第２号のいずれかに

該当する者は代理人になることができません。 

・ 代理人資格の確認を行うため、市が警察等関係機関に対して照会を行うことについて、その旨

御了承ください。（代理人が法人の場合、その役員等を含みます。） 

 また、照会の結果、八戸市の事務又は事業における暴力団排除措置の実施に関する要綱（平成

24年９月 25日制定）第２条第３号に掲げる排除措置対象者であることが確認できた場合には、同

第３条に基づき排除措置を行い、同第４条に基づき内容を公表いたします。 

・ 入札参加申込者は他人の代理人を兼ねることはできません。また、代理人は本物件について複

数人の代理人となることはできません。 

② 入札保証金提出書（兼返還請求書）【第６号様式】 

・ 入札保証金提出書（兼返還請求書）に必要事項を記入し、印鑑登録印を押印してください。 
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・ 入札保証金返還用口座は、必ず入札者名義の金融機関口座を記入してください。なお、共有で

申込みした場合は、代表者の口座を記入してください。 

・ 入札保証金返還用口座は、通帳等を確認し正確に記入してください。記入に誤りがある場合は、

落札者以外の方への入札保証金の返還に通常より日数を要することになります。 

③ 入札保証金納付済を証する書類（金融機関が発行した振込金受取書等）のコピー 

・ 金融機関への入札保証金振込依頼時に、金融機関が発行した振込金受取書等（振込金受取書、

振込受付書、利用明細票等）又は依頼書控等（依頼書控、利用明細票、受付票等）のコピーを、

入札保証金納付済である証明として添付してください。 

・ 上記の振込金受取書等や依頼書控等のうち、取扱金融機関印の押印をもって有効となる場合は、

その押印があるものに限ります。 

 

(3) 送付先 

〒031-8799 八戸郵便局留 

（〒031-8686八戸市内丸一丁目 1番 1号） 

八戸市 商工労働まちづくり部 産業労政課 雇用支援対策グループ 行 

※ 郵送の際は、入札参加申込み受付後に交付した「入札関係書類送付用封筒」を使用してください。

（あらかじめ上記の送付先が記載されています。） 

※ 郵送用の郵便切手は入札者が必要分を負担し、貼り付けしてください。 

 

 10 開札                                         

(1) 開札日時 

令和８年９月７日（月）午後 2時 

 

(2) 開札場所 

八戸市庁 別館５階会議室 B 

 

(3) 開札の立会等 

・ 開札への参加は任意ですが、入札者（入札参加申込者又は委任状による代理人）以外の入室は認め

ません。 

 また、入札者であっても開札場所への入場は、入札参加申請受付書（市有財産売却一般競争入札参

加申込書兼誓約書の写しに市が受領印を押印したもの）の原本が必要となりますので、必ずお持ちく

ださい。 

・ 立会の受付は当日午後１時 50分から行い、開札開始後の入場は認めません。 

・ 入札者の立会が全くない場合は、市が指定する入札事務に関係のない職員を立会させて開札します。 

・ 開札に立会していない場合は、開札の結果について異議を申し立てることはできません。 

 

(4) 落札者の決定方法 

・ 有効な入札を行った者のうち、入札書に記入された金額が、市が定めた最低売却価格以上で、かつ

最高の価格をもって入札した者を落札者とします。 

・ 落札者となるべき同価の入札をしたものが２者以上あるときは、くじにより落札者を決定します。

この場合、当該入札者等が会場にいない場合は、八戸市職員がくじを引きます。 

・ 落札者となるべき入札者について、「２．入札参加資格」の確認が開札までに終了していない場合

は、当該入札者は落札候補者とし、落札者の決定は資格確認の終了後となります。 
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(5) 開札結果 

・ 開札場所では、落札者について、氏名（法人名）及び落札金額を発表します。 

・ 開札結果は、入札者全員にその内容（落札金額、落札者名（個人又は法人の表記のみ））を文書で

通知します。 

・ 開札結果については、その内容（落札金額、落札者名（個人又は法人の表記のみ））を市ホームペ

ージ上で公表します。 

 

 11 入札の無効                                      

次の①～⑫のいずれかに該当する入札は無効とします。 

① 入札に参加する資格がない者（入札参加申込みを行っていないものを含む。）の入札 

② 入札保証金を納付していない、又は納付した入札保証金の額が所定の額に満たない者の入札 

③ 市が指定する様式の入札書以外の入札書による入札 

④ 入札書の記載事項が不明な入札、又は入札書に記名若しくは押印のない入札 

⑤ 入札保証金提出書（兼返還請求書）及び有効な入札保証金納付済を証する書類（金融機関が発行し

た振込金受取書等）のコピーの提出がない入札 

⑥ 一人で２通以上の入札書を提出した入札 

⑦ 入札金額及び文字を訂正した入札（訂正印の押印があっても無効となります。） 

⑧ 黒色ボールペン、又は万年筆以外の筆記具により入札書に記入した入札 

⑨ 市が定める最低売却価格を下回る金額による入札 

⑩ 入札期間内に入札書が指定場所に到着しなかった者の入札 

⑪ 公正な競争の執行を妨げた者、又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者の 

入札 

⑫ その他入札に関する条件に違反した入札 

 

 12 地位の喪失                                      

 次の①～③のいずれかに該当する場合は、落札者は、その地位を失うことになります。 

① 落札者又はその代理人が、正当な理由なく契約を締結しないとき。 

② 落札者が、正当な理由なく売買代金を支払わないとき。 

③ 落札者が、契約締結前に入札参加資格を失ったとき。 

 

 13 契約の締結                                      

落札者は、令和８年９月 15日（火）までに売買契約書により契約を締結しなければなりません。 

ただし、本物件の売却は、「八戸市議会の議決を経るべき契約及び財産の取得又は処分を定める条例（昭和

38年八戸市条例第 48号）」第 3条の規定により、八戸市議会の議決に付し可決される必要があるため、こ

の契約は仮契約であり、当該仮契約は、可決されたときに本契約としての効力を生じることとなります。可

決されないときは、この仮契約は解除するものとし、市は一切の責任を負わないものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八戸市議会の議決を経るべき契約及び財産の取得又は処分を定める条例（抄） 

昭和 38 年 12 月 28 日条例第 48 号 

（議会の議決を経るべき財産の取得又は処分） 

第３条 議会の議決を経なければならない財産の取得又は処分は、予定価格

4,000 万円以上の不動産（土地についてはその面積が１件 5,000 平方メート

ル以上のものに限る。）若しくは動産の買入れ若しくは売払い又は不動産の

信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。 
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 ※ 令和８年 12月定例会（例年 12月上旬～）に議案提出予定です。 

※ 落札者が期限までに契約を締結しない場合は、落札はその効力を失い、落札者が納付した入札保証

金は市に帰属することになります。 

 

14 契約保証金及び売買代金の支払方法                            

 (1) 契約保証金（八戸市財務規則第 143条第 1項） 

① 落札者は仮契約の締結の際、市が発行する納入通知書により、契約金額（売買代金）の 10 分の 1以

上に相当する金額の契約保証金を納付してください。入札にあたって納付された入札保証金は、全額

を契約保証金に充当しますので、仮契約締結日には、入札保証金との差額をご用意ください。 

② 入札保証金及び契約保証金は、その受入期間について利息を付しません。 

③ この売買契約が八戸市議会で可決されないときは、契約保証金は全額返還します。 

 

(2) 売買代金の支払い方法 

① 落札者は、八戸市議会で可決され本契約としての効力を生じた後、市が発行する納入通知書により

１か月以内に売買代金を納付してください。納付済の契約保証金は、全額を売買代金に充当しますの

で、売買代金と契約保証金との差額を納付してください。 

② 契約保証金は、納付期限までに売買代金の支払いが行われなかった場合には、市に帰属することに

なります。 

③ 売買代金の分割納付はできません。 

 

 15 所有権の移転等                                   

① 売買代金が完納されたときに所有権は移転し、同時に現状有姿で物件引渡しがあったものとします。 

② 所有権移転登記は、落札者が売買代金を完納し、登記に必要な書類等の提出を受けた後、市が行い

ます。所有権移転登記が完了次第、管轄地方法務局から交付される登記識別情報を落札者へお渡しし

ます。 

③ 所有権移転登記に必要な登録免許税等、本契約の履行に関して必要な一切の費用は、落札者の負担

となります。 

※ 共有名義で売買契約を締結した物件については、当該共有名義で所有権移転登記を行います。 

※ 落札者は、落札物件の所有権移転登記前に、本物件にかかる一切の権利義務を第三者に譲渡するこ

とはできません。 

※ 物件の取得に伴い、別途不動産取得税（県税）が課税されますので、御留意ください。 

 

 16 契約上の主な特約                                  

①  売買契約では、契約締結の日から５年間は、以下の事項に関することが禁止されます。 

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に規定する

暴力団の事務所並びに無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法律第 147

号）第５条に規定する観察処分を受けた団体の事務所の用に供し、又はこれらの用に供する目的で

第三者に貸し付けること。 

② ①の特約に違反した場合には、売買代金の３割に相当する金額を違約金として、市に支払っていた

だきます。 

 

 17 その他                                       

① この実施要項に定めのない事項については、八戸市財務規則（昭和 54 年八戸市規則第１号）その他

関係法令の定めるところによります。 

② 物件の引渡しは、現状有姿のままで行いますので、必ず御自身において事前に現地及び諸規制につ

いて調査確認を行ってください。 
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③ 売買物件の土地利用に関し、隣接土地所有者、地域住民等との調整等が生じた場合は、全て落札者

において行っていただきます。 

④ 越境物等に関する隣接土地所有者等との協議はすべて落札者において行っていただきます。 

⑤ 郵送での入札参加申込み又は入札書の提出時、郵便トラブルによる損害等については、市は一切責

任を負いません。 

⑥  入札の公平性・競争性を確保するため、入札参加状況等の問合せについては、一切お答えできませ

ん。 

⑦  入札は予告なく中止、内容変更をする場合があります。 

 

 18 入札者がなかった場合の随意契約による売却                     

 

本物件への入札者がなかった場合は、先着順に申込みを受け付け、随意契約により売却します。 

（１）随意契約による売却価格 

77,233,000円 （税込） 

  （内訳）  土 地  36,720,000円 

        建 物   36,830,000円 

        消費税   3,683,000円（建物にかかる消費税及び地方消費税率 10％） 

        合 計   77,233,000円 

 

（２）（先着順による買受）申込者に必要な資格 

  申込者に必要な資格は、入札参加資格と同様です。内容については、「２．入札参加資格」（６ページ）

を参照してください。 

 なお、資格の確認を行うため、市が警察等関係機関に対して申込者及び共有者について照会を行うこ

とについて、その旨御了承ください。（法人の場合、その役員等を含みます。） 

 また、照会の結果、八戸市の事務又は事業における暴力団排除措置の実施に関する要綱（平成 24年９

月 25日制定）第２条第３号に掲げる排除措置対象者であることが確認できた場合には、同第３条に基づ

き排除措置を行い、同第４条に基づき内容を公表いたします。 

 

（３）（先着順による買受）申込み手続き 

 購入希望者は、下記(４)受付期間中の(５)受付時間内に必要書類を受付場所まで直接お持ちください。 

  郵送、電話、ファックス、電子メール等による申込みはできません。 

 

（４）（先着順による買受）申込み受付期間 

令和８年９月 11日（金）から 当面の間 ※土・日曜日、祝日は受付しません。 

（５）（先着順による買受）申込み受付時間 

午前９時から午後５時まで 

（６）（先着順による買受）申込み受付場所 

八戸市 商工労働まちづくり部 産業労政課 雇用支援対策グループ 

 〒031-8686 八戸市内丸一丁目１番１号（八戸市庁別館５階） 

（７）（先着順による買受）申込み必要書類（各１通） 

 次の必要書類を揃え、必要事項を記入・押印（登録印）のうえ申込みください。 

 提出書類に不備がある場合は受付できませんので御注意ください。 

 

先着順による買受申込み必要書類（各１通） （様式は市ホームページからダウンロードできます。） 

 個人の場合 法人の場合 

①  市有財産買受申込書兼誓約書【第７号様式】…40ページ参照 
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② 印鑑登録証明書 

※申込日前１か月以内に発行のもの 

印鑑証明書 

※申込日前１か月以内に発行のもの 

③ 本籍地の市区町村長が発行する身分（身元）

証明書 

※申込日前１か月以内に発行のもの 

※取得方法は本籍地の市区町村の住民票発行 

 担当課へお問合せください。 

※外国人の場合は住民票の写しを提出 

会社・法人の登記事項証明書 

（履歴事項全部証明書） 

※申込日前１か月以内に発行のもの 

④  役員名簿【第２号様式】…35ページ参照 

 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

（共有名義とする場合のみ） 

共有者名簿【第３号様式】…36ページ参照 

共有者全員の印鑑登録証明書又は印鑑証明書 

共有者全員の身分（身元）事項証明書又は登記事項証明書（履歴事項全部証明書） 

（共有者が法人である場合）共有者の役員名簿【第２号様式】…35ページ参照 

※ 提出書類はいかなる理由があってもお返しいたしません。 

※ 売買契約や所有権移転登記は、買受申込書の記載名義（共有名義とする場合は、共有者名簿に記載の名

義）で行いますので、正確に記載してください。 

※ 代理人による申込みの場合は、委任状【第８号様式】（41ページ参照）が必要です。八戸市暴力団排

除条例（平成 23年八戸市条例第 48号）第２条第１号又は第２号のいずれかに該当する者は代理人になる

ことができません。 

※ 代理人資格の確認を行うため、市が警察等関係機関に対して照会を行うことについて、その旨御了承く

ださい。（代理人が法人の場合、その役員等を含みます。） 

 また、照会の結果、八戸市の事務又は事業における暴力団排除措置の実施に関する要綱（平成 24年９

月 25日制定）第２条第３号に掲げる排除措置対象者であることが確認できた場合には、同第３条に基づ

き排除措置を行い、同４条に基づき内容を公表いたします。 

 

（８）同日同時刻の申込みがあった場合 

  各日の受付開始時点又は同日同時刻において、複数の買受希望者がいる場合は、同着とみなし、くじに

より申込者を決定します。 

 

（９）契約の締結 

① 申込者は売却決定の通知を受けた日から当該通知に記載する期限までに売買契約書により契約を

締結しなければなりません。期限までに契約を締結しない場合は、買受の権利を失います。ただし、

本物件の売却は、「八戸市議会の議決を経るべき契約及び財産の取得又は処分を定める条例（昭和

38年八戸市条例第 48号）」第 3条の規定により、八戸市議会の議決に付し可決される必要があるた

め、この契約は仮契約であり、当該仮契約は、可決されたときに本契約としての効力を生じること

となります。 

② 契約書に貼付する収入印紙（市保管のもの１部）は、申込者の負担となります。 

 

（１０）契約保証金及び売買代金の支払方法 

① 契約保証金（八戸市財務規則第 143条第１項） 

    仮契約時に、7,723,300円（売却価格の 10分の１以上に相当する金額で市が決定した額）を、市

が発行する納入通知書により納付しなければなりません。 

    なお、契約保証金は、その受入期間について利息を付しません。    

② 売買代金の支払い方法 

    八戸市議会で可決され、本契約としての効力を生じた後、より１か月以内に、69,509,700円（売

却価格と契約保証金との差額）を、市が発行する納入通知書により納付しなければなりません。 
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 なお、納付期限までに売買代金の支払いが行われないときは、契約保証金は市に帰属し、返還し

ません。売買代金の分割納付はできません。 

 

（１１）所有権の移転等 

   一般競争入札の場合と同様です。内容については、「15．所有権の移転等」（13ページ）を参照し

てください。 

 

（１２）契約上の主な特約 

   一般競争入札の場合と同様です。内容については、「16．契約上の主な特約」（13ページ）を参照

してください。 

 

（１３）その他 

① この実施要項に定めのない事項については、八戸市財務規則（昭和 54年八戸市規則第１号）その

他関係法令の定めるところによります。 

② 物件の引渡しは、現状有姿のままで行いますので、必ず御自身において事前に現地及び諸規制に

ついて調査確認を行ってください。 

③ 売買物件の土地利用に関し、隣接土地所有者、地域住民等との調整等が生じた場合は、全て落札

者において行っていただきます。 

④ 越境物等に関する隣接土地所有者等との協議はすべて落札者において行っていただきます。 

⑤ 随意契約による売却は予告なく中止、内容変更をする場合があります。 
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物件調書 

 この物件調書は、入札参加者等が物件の概要を把握するための参考資料であり、宅地建物取引業法第 35

条に規定する重要事項説明書ではありません。同法第 78 条により「重要事項の説明」等の規定は、地方公

共団体には適用されません。 

 本物件は、現状有姿での売却となります。本物件調書に記載の有無や記載内容を問わず現況を優先します。 

 本物件の売却にあたり確認した項目は、次のとおりであり、記載以外の事項については確認しておりませ

ん。入札参加に当たっては、必ず事前に、購入後の土地等利用計画などに即し、現地の確認及び法令等の制

限について関係機関への調査等を行ってください。 

 

所在地（地番） 青森県八戸市桔梗野工業団地一丁目 2 番 675 

最低売却価格 73,550,000 円（税抜） 
登録免許税 

（参考：概算額） 

土地：約 45 万円 

建物：約 140 万円 

土 

地 

地

積 
登記簿 3,694.00 ㎡ 

建 

物 
家屋番号等 2 番 675 の 2 

種類 体育館 

地

目 

登記簿 雑種地 構造 
鉄筋コンクリート造 

アルミニウム板葺 2階建 

現 況 宅地 床面積 
1,126.41 ㎡ 

１階 849.51 ㎡、２階 276.90 ㎡ 

土地の状況 建物付 建設時期 平成 2 年 10 月 

接面道路の状況 
北東側【種別】市道（桔梗野工業団地 19号線）【幅員】約 7.0～8.0ｍ 

北西側【種別】県道（主要地方道八戸環状線）【幅員】約 24.5ｍ（両側歩道含め約 28ｍ） 

都
市
計
画
法
等
に
よ
る
制
限 

種類 内容 問合せ先 電話番号 

区域区分 市街化区域 

 
八戸市 都市整備部 
建築指導課 
 

0178-43-9137 

用途地域 工業専用地域 
建ぺい率 70％（角地緩和により） 
容積率 200％ 
高度指定 指定なし 
防火指定 建築基準法第 22 条区域 

景観保全 

景観法で定める景観計画区域内行
為届出制度に基づき、一定規模以
上の建築等の行為について、行為
着手前に設計の内容を届出する必
要があります。 

 
八戸市 都市整備部 
都市政策課 
 

0178-43-9420 

開発行為 

主として建築物の新築又は特定工
作物の建設の用に供する目的で
1,000 ㎡以上の土地の区画形質の
変更をしようとする場合には、都
市計画法その他法令に規定する技
術的基準に適合した計画に基づ
き、開発行為の許可を受ける必要
があります。（都市計画法第 29
条第 1 項、同法第 33 条その他） 

八戸市 都市整備部 
建築指導課 

0178-43-9136 

屋外広告物 

屋外広告物を設置する場合は、八
戸市屋外広告物条例に基づき、原
則として許可を受ける必要があり
ます。 

八戸市 都市整備部  
都市政策課 

0178-43-9420 

文化財保護 
周知の埋蔵文化財包蔵地ではあり
ません。 

八戸市 教育委員会 
社会教育課 

0178-43-9465 
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公共機関 八戸市役所            物件の南東側      約 7.2 ㎞（直線距離） 

参考・ 

告知事項 

【直近までの物件用途】 

○ 本物件は、令和７年 9 月末日まで「八戸共同福祉施設サンライズはちのへ」とし

て使用し、同年 10 月１日に閉館しました。 

 

【引渡し等に関する事項】 

○ 本件土地及び建物は現状有姿による売り払いです。契約締結の日以降に土地（地

下含む）及び建物内に存在する一切の工作物、樹木、設備及び什器備品等は市で撤

去せず、土地及び建物の所有権移転と同時に落札者の所有となります。（主な什器

備品は、「別添１：主な物品等一覧表」を参照） 

 契約締結後、物件引渡しまでの間に目的物に変動が生じても市は、引渡し時の現

状のまま引き渡せば足りるものとします。 

○ 落札者が所有権移転後に建物や工作物等の解体処分・修繕及び改修等する場合、

市はこれらにかかる一切の費用負担をしません。 

 また、上記の設備及び什器備品等は、令和７年９月末をもって使用を終了してお

り、その後の動作や性能については保証しません。所有権移転後に落札者の判断の

もと、その使用や処分等を行う場合に要する一切の費用は落札者の負担となります。 

 

【地下埋蔵物について】 

○ 外観からは基礎杭の頭、コンクリート基礎の露頭部分及び防空壕等の地下構築物

の存在は認められていません。本件土地は農林地等から転換した工業団地内の画地

で、本件建物等の敷地として利用されていることから、地中に地下埋設物が存在す

る可能性は低く、標準的な建築費で建築は可能と考えられます。 

 

【土壌汚染について】 

○ 本物件及びその周辺において有害物質使用特定施設の届出はなく、本件土地の

土地登記簿の履歴調査及び地元精通者からの聴取等の結果、土壌汚染の可能性があ

る用途で利用された形跡はなく土壌汚染の可能性は低いと考えられます。 

 

【アスベスト使用の有無について】 

○ 外壁の仕上塗材について、下地調整塗材よりクリソタイルが検出されています。 

 

【その他】 

○ 外壁・屋根等、経年劣化による修繕等が必要な箇所が建物内に複数存在しますが、

供
給
処
理
施
設 

内容等 状況 問合せ先 電話番号 

電 気 高圧受電設備なし 東北電力㈱ 0570-550-220 

上水道 公営水道 八戸圏域水道企業団 0178-70-7022 

下水道 合併処理浄化槽 80 人槽 環境技術㈱ 0178-20-2951 

ガ ス プロパンガス 八戸液化ガス㈱ 0178-28-2111 

交
通
機
関 

鉄道 青い森鉄道「陸奥市川」駅  物件の南西側 約 3.1 ㎞（直線距離） 

バス 八戸市営バス停留所「桔梗野工業団地」至近の主要地方道八戸環状線沿い南東側  
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当市において物件引渡し前の修繕等実施予定はありません。 

  なお、当該要是正事項の他で市が把握する不具合等箇所は以下のとおりです。 

  □ 多目的ホール建物屋根（老朽化による雨漏り箇所あり） 

  □ 多目的ホール外扉（錆発生・一部箇所の開閉不具合） 

□ 多目的ホール暖房（通常耐用年数超過・４台中１台が設備故障） 

□ 多目的ホール照明（水銀灯使用箇所あり） 

  □ 外壁亀裂（建物西側外壁、建物北側外壁、男子トイレ内壁に亀裂箇所あり） 

  □ ロビー暖房（通常耐用年数超過・２台中１台が設備故障） 

  □ 男女トイレ床下（錆発生・漏水箇所あり） 

  □ 施設内蛍光灯使用 

□ 建物基礎部分（杭打ち基礎あり） 

○ 男女トイレ床下の給水管は、経年劣化や地下水の影響で錆発生及び腐食進行が確

認されており、漏水発生後、原因箇所の特定に至っていない。 
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主な物品等一覧表 

１．備品 

物品名 規格/型番 数量 

１階：出入口 

下駄箱 Ｗ90 cm Ｈ182.5 cm Ｄ36 cm ２台 

インターホン AIPHONE TD-1H １台 

1 階：事務室 

ブラインド Ｗ235cm Ｈ153cm ２枚 

〃 W164cm Ｈ152cm １枚 

〃 W160cm Ｈ152cm １枚 

〃 W162cm Ｈ152cm １枚 

〃 W238cm Ｈ152cm ２枚 

アコーディオンカーテン Ｗ200 cm Ｈ270 cm １枚 

ストーブ  サンポット FF-10000S １台 

〃  サンポット FF-5000BF １台 

湯沸かし器 Rinnai ユーティ RUS-V51XTK １台 

インターホン AIPHONE TD-1H ２台 

壁掛け時計 不明 １個 

１階：ロビー 

壁掛け時計 不明 １個 

１階：多目的室 

パイプ椅子 コクヨ CF-M5N 160 脚 

〃 ウチダ 280  S-1032 ５脚 

〃 ウチダ 350  S-1032 11 脚 

〃 PLUS CMC（M）D-182523 １脚 

〃 PLUS CMCNo.296216 １脚 

〃 コクヨ Ｓ－1032ＴＳＳ １脚 

〃 PLUS ＪＩＳ－Ｓ－１０３２ １脚 

〃 不明 ５脚 

暗幕 不明 18 枚 

バスケットゴール板（ネット付） 不明 ２台 

４人掛け長椅子（白色） Ｗ200 cm Ｄ50 cm Ｈ40 cm ２台 

 壁掛式輻射暖房機 29.1kw（25,000Kcal） ４台 

案内板 不明 １台 

壁掛け時計 不明 １個 
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物品名 規格/型番 数量 

１階：多目的室横物品置き場 

長テーブル W180 cm L45 cm H70 cm ２台 

ステージ登壇用の台 不明 １台 

審判台 不明 ２台 

卓球台 SANEI 型式 SS2 ５台 

学習机 W65 cm H64 cm D45 cm ２台 

得点板 不明 １台 

１階：階段下倉庫 

放送機器（コード付きマイ

ク） 

TOA DM-702B ２個 

放送機器（ワイヤレスマイ

ク） 

TOA WM-250B11 ２個 

マイクスタンド ST-209 １個 

〃 不明 １個 

放送機器（アンプ） TOA MIXER AMPLIFIER 

MX112 

１台 

放送機器（カセット） TOA WIRELESS TUNER 

800MHz Model WT-750 
１台 

放送機器（CD） TOA ANTENNA DISTRIBUTOR 

800MHz Model  WD-750 
１台 

１階：更衣室 

ロッカー ウチダ Ｗ90 cm Ｈ179 cm Ｄ51.5 cm 15 台 

２階：研修室 

ブラインド W182cm Ｈ153cm １枚 

〃 Ｗ239cm Ｈ153cm ２枚 

〃 Ｗ2,420 Ｈ1,530 ２枚 

〃 Ｗ142cm Ｈ153cm １枚 

〃 Ｗ194cm Ｈ153cm １枚 

防炎カーテン Ｗ80cm Ｈ250 cm １枚 

〃 Ｗ340 cm Ｈ155 cm １枚 

〃 Ｗ240 cm Ｈ155 cm ４枚 

〃 Ｗ1,820 cm Ｈ155 cm １枚 

椅子 コクヨＴＳＳＣＫ800 35 脚 

長テーブル コクヨ W180 cm  L45 cm H70 cm  27 台 

壁掛け時計 不明 １個 

ストーブ サンポット FF-15G8 ２台 

陳列棚 Ｗ80 cm Ｈ98 cm Ｄ60 cm １台 

演台 W90 cm H103 cm D48 cm １台 

空気清浄機 アンデス電気 Bio Micron ２台 

インターホン AIPHONE TD-1H １台 
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物品名 規格/型番 数量 

２階：教養文化室 

長テーブル W180 cm L45 cm H45 cm ７台 

下駄箱 W190 cm H152 cm  D36 cm １台 

ストーブ サンポット FF-7000 １台 

壁掛け時計 不明 １個 

オイルサーバー SATORI MODEL OS-302 ４台 

インターホン AIPHONE TD-1H １台 

２階：給湯室 

食器棚 Ｗ90 cm Ｈ182 cm Ｄ42 cm １台 

湯沸かし器 Rinnai ユーティ RUS-V51XTK １台 
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２．消耗品 

物品名 規格/型番 数量 

１階：出入口 

スリッパ 不明 ３足 

1 階：事務室 

ガスコンロ パロマ PA-S18H １個 

１階：多目的室 

防球ネット 不明 １枚 

立ち入り禁止看板 不明 １個 

看板固定用水タンク 不明 ４個 

安全第一看板 不明 ２個 

１階：多目的室横物品置き場 

ネット（バレー） 不明 １枚 

ネット（テニス） 不明 １枚 

ネット（バドミントン） 不明 １枚 

ネット（ソフトバレー） 不明 １枚 

旧バレーボールネット 不明 １枚 

バドミントンラケット 不明 ６個 

バスケットゴールリングネット（新品） 不明 ８個 

バレー用支柱 不明 1 セット 

テニス用支柱 不明 1 セット 

バドミントン用支柱 不明 1 セット 

ソフトバレー用支柱 不明 1 セット 

おもり 不明 ３個 

バレーボール 不明 ８個 

バスケットボール 不明 ５個 

ボール整理かご 不明 ２台 

モップ 不明 ２本 

掃除用具（長ほうき） 不明 １本 

掃除用具（短ほうき） 不明 １本 

換えモップ（新品） 不明 ３個 

ボール空気入れ 不明 １個 

バケツ 不明 ４個 

ちりとり 不明 １個 
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物品名 規格/型番 数量 

１階：階段下倉庫 

掃除用具（長ほうき） 不明 ２本 

掃除用具（短ほうき） 不明 １本 

デッキブラシ 不明 １本 

モップ 不明 １本 

火ばさみ 不明 １本 

枝切ばさみ 不明 １本 

鎌 不明 １本 

カーペットタイル サンゲツ NT-226 12 枚 

〃 サンゲツ NT-209 14 枚 

ちり取り 不明  １個 

１階：更衣室 

ハンガー 不明 ８個 

２階：教養文化室 

座椅子 不明 １個 

座椅子カバー 不明 １枚 

長座布団 不明 １枚 

座布団 不明 20 枚 

毛布 不明 ４枚 

ちり取り 不明 １個 

掃除用具（短ほうき） 不明 １本 

２階：給湯室 

ガスコンロ ナショナル GC-1A5 １個 

 

※ 上記に記載の物品のほか、敷地内に存在する一切の工作物、樹木、設備等は市で撤去せず、土

地及び建物の所有権移転と同時に落札者の所有となります。 

※ 落札者が所有権移転後に建物や工作物等の解体処分・修繕及び改修等する場合、市はこれらに

かかる一切の費用負担をしません。また、上記の設備等は、令和７年９月末をもって使用を終了

しており、その後の動作や性能については保証しません。所有権移転後に落札者の判断のもと、

その使用や処分等を行う場合に要する一切の費用は落札者の負担となります。 
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様式 

 様式一覧 

   

様式名称  

市有財産売却一般競争入札参加申込書兼誓約書 【第１号様式】 

役員名簿 【第２号様式】 

共有者名簿 【第３号様式】 

質問票 【第４号様式】 

入札書 【第５号様式】 

入札保証金提出書（兼返還請求書） 【第６号様式】 

市有財産買受申込書兼誓約書 【第７号様式】 

委任状 【第８号様式】 

 

 

  ※ 各様式は市ホームページからダウンロードできます。 
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（第１号様式） 

市有財産売却一般競争入札参加申込書兼誓約書 

令和  年  月  日  

 

（あて先）八 戸 市 長 

 

令和８年９月７日開札の市有財産売却一般競争入札（物件名：旧八戸共同福祉施設サンライズはちのへ（土

地・建物））に参加したく、入札実施要項の内容を了承のうえ申し込みます。 

また、入札参加資格を充足していることについて以下のとおり誓約いたします。 

この資格を満たしていないことが判明した場合には、当該事実に関して市が行う一切の措置について異議

の申立てをいたしません。 

 

 

誓 約 書 
 

私は、入札実施要項「２．入札参加資格」①～⑬に該当する者ではありません。 

なお、市が入札参加資格の確認を行うため、警察等関係機関に対して照会を行うことについて、承諾しま

す。 

 

【申込者（共有名義での申込みの場合は代表者について記入）】 

住 所 

（ 所 在 地 ） 

〒   - 

電 話 番 号 
 

（ フ リ ガ ナ ） 

氏 名 

（ 名 称 等 ） 

                            ㊞ 

 

入札物件の表示 

所 在 地 番 地 目 地積（㎡） 

八戸市桔梗野工業団地 

一丁目 2番 675 
雑種地 

3,694.00 ㎡ 

（登記） 

所 在 地 家屋番号 種類 構 造 床面積（㎡） 

八戸市桔梗野工業団地 

一丁目 2番地 675 
2 番 675 の 2 体育館 

鉄骨鉄筋コンクリート造 

アルミニウム板葺 2 階建 

1,126.41㎡ 

（登記） 

 

※ 入札申込者の印は、印鑑登録された印をご使用ください。（共有者も同じ） 

※ 共有名義で申し込まれる場合は、共有者を代表して入札手続きを行う者を決め、申込者欄にその代

表者名等をご記入ください。別紙共有者欄には、申込者を除く他の共有者についてご記入ください。 
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（第２号様式） 

【法人による申込みの場合に提出】 

役 員 名 簿 

（あて先）八戸市長 

 

 

法 人 名 
 

 

※法人の登記事項証明書に記載されている役員全員について記入してください。 

※氏名の欄には必ずフリガナを記入してください。 

役職名 
（フリガナ） 

氏 名 
生年月日 住 所 

 （ ） 

 

T 

S  年  月  日 

H 

 

 （ ） 

 

T 

S  年  月  日 

H 

 

 （ ） 

 

T 

S  年  月  日 

H 

 

 （ ） 

 

T 

S  年  月  日 

H 

 

 （ ） 

 

T 

S  年  月  日 

H 

 

 （ ） 

 

T 

S  年  月  日 

H 

 

 （ ） 

 

T 

S  年  月  日 

H 

 

※記入欄が不足する場合は、本様式を用いて次葉として記入してください。 
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（第３号様式） 

共 有 者 名 簿 

共有者（所有権を登記する際に共有とする場合） 

代 

表 

者 

住  所 

（所在地） 

〒   - 

（フリガナ） 

氏  名 

（名称等） 

 

                 ㊞ 

 

（電話                  ） 

 
住  所 

（所在地） 

〒   - 

（フリガナ） 

氏  名 

（名称等） 

 

                   ㊞ 

 

（電話                  ） 

 
住  所 

（所在地） 

〒   - 

（フリガナ） 

氏  名 

（名称等） 

 

                   ㊞ 

 

（電話                  ） 

 
住  所 

（所在地） 

〒   - 

（フリガナ） 

氏  名 

（名称等） 

 

                   ㊞ 

 

（電話                  ） 

 
住  所 

（所在地） 

〒   - 

（フリガナ） 

氏  名 

（名称等） 

 

                   ㊞ 

 

（電話                  ） 

  ※記入欄が不足する場合は、本様式を用いて次葉として記入してください。 
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（第４号様式） 

質 問 票 

市有財産（旧八戸共同福祉施設サンライズはちのへ（土地・建物））売却一般競争入札 

 

 

令和  年  月  日  

 

 

１ 質問者 

法人名・部署  

担当者（職名・氏名）  

所在地  

電話番号  FAX番号  

E-mail  

 

２ 質問事項 

件名  

実施要項の項目名  

質問 

（内容は簡潔かつ明

確に箇条書きでお願

いします。） 

 

 

【送信先】八戸市 商工労働まちづくり部 産業労政課 雇用支援対策グループ 

・ファックス番号 0178-43-2146 

・電子メールアドレス sangyo@city.hachinohe.aomori.jp 

 

【受 付】令和８年８月 14日（金）午後５時まで 
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（第５号様式） 

入 札 書 

入 札  令和  年  月  日  

 

 

 （あて先）八戸市長 

 

 

住    所 
 

入札者 商号又は名称 
 

代表者職氏名              ○印  
 
 
 

                  （代理人氏名              ○印   ） 
 

※委任状を提出する場合は、代理人氏名も記入し、委任状に押印した「代理人使用印」を押印すること 

  

 

 金 額 

 十億   百万   千   円 

 

※金額は、税抜価格を記入すること。 

※金額は、頭書きに￥を付すること。 

物件名 

   旧八戸共同福祉施設サンライズはちのへ（土地・建物） 

場 所 

   青森県八戸市桔梗野工業団地一丁目2番675 

条 件 

 八戸市財務規則（昭和54年八戸市規則第１号）並びに入札要項等を了承の上、入札します。 
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（第６号様式） 

入札保証金提出書（兼返還請求書） 

令和  年  月  日  

 

（あて先）八 戸 市 長 

 

提出者 住 所 

 

                氏 名（商号又は名称） 

                （代表者職氏名）                  ○印  

 

 

 

私は、令和８年９月７日開札の市有財産売却一般競争入札（物件名：旧八戸共同福祉施設サンライズはち

のへ（土地・建物））に係る入札保証金を下記のとおり納めます。 

 なお、落札とならなかったとき、その他返還事由が生じた場合には、納めた入札保証金を下記の口座に振

り込んでください。 

 

 

 １ 入札保証金    ￥３，６８０，０００円―  

  

２ 入札保証金返還振込先 

金融機関名 

金融機関名 支店名 

預金の種類 普通 ・ 当座 ・ その他（        ） 

口 座 番 号 

 

口座名義人 

氏 名 

（フリガナ） 

※入札保証金納付済を証する書類（金融機関が発行した振込金受取書等）のコピーを添付して 

ください。 
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（第７号様式） 

市有財産買受申込書兼誓約書 

令和  年  月  日  

 

（あて先）八 戸 市 長 

 

次のとおり、市有財産（物件名：旧八戸共同福祉施設サンライズはちのへ（土地・建物））の買受を申し

込みます。なお、申請を行うに当たっては誠意を持って売買契約を締結することを約束いたします。 

また、申込者に必要な資格を充足していることについて以下のとおり誓約いたします。 

この資格を満たしていないことが判明した場合には、当該事実に関して貴市が行う一切の措置について異

議の申立てをいたしません。 

 

誓 約 書 
 

私は、入札実施要項「２．入札参加資格」①～⑬に該当する者ではありません。 

なお、市が入札参加資格の確認を行うため、警察等関係機関に対して照会を行うことについて、承諾しま

す。 

 

【申込者（共有名義での申込みの場合は代表者について記入）】 

住 所 

（ 所 在 地 ） 

〒   - 

電 話 番 号  

（ フ リ ガ ナ ） 

氏 名 

（ 名 称 等 ） 

                            ㊞ 

 

買受物件 

所 在 地 番 地 目 地積（㎡） 

八戸市桔梗野工業団地

一丁目 2番 675 
雑種地 

3,694.00 ㎡ 

（登記） 

所 在 地 家屋番号 種類 構 造 床面積（㎡） 

八戸市桔梗野工業団地

一丁目 2番 675 
2 番 675 の 2 体育館 

鉄骨鉄筋コンクリート造 

アルミニウム板葺 2 階建 

延 1,126.41

㎡ 

（登記） 

使 用 目 的  

買受（見積）価格  

※ 入札申込者の印は、印鑑登録された印をご使用ください。（共有者も同じ） 

※ 共有名義で申し込まれる場合は、共有者を代表して入札手続きを行う者を決め、申込者欄にその代

表者名等をご記入ください。また、共有者名簿（第３号様式）に代表者名等と他の共有者についてご

記入のうえご提出ください。 
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（第８号様式） 

委 任 状 

 

令和  年  月  日  

 

（あて先）八 戸 市 長 

 

私は、下記のとおり代理人に権限を委任いたします。 

 

住 所                             

（所在地）                           

 

氏 名                          ㊞  

（名称等）                           

 

 

記 

 

１ 委任する権限 

 市有財産売却一般競争入札（物件名：旧八戸共同福祉施設サンライズはちのへ（土地・建物））に関す

る一切の権限 

 

２ 代理人 

 

  住 所                         

 

（フリガナ） 

 氏 名                         

 

 

生年月日   大正・昭和・平成           年    月    日   

 

 

（注１）入札申込者の印は、印鑑登録されている印を押印してください。 

（注２）代理人使用印の枠内に、代理人が使用する印鑑を押印してください。（認印可） 

    代理人は、入札において、必ずその印鑑を使用してください。 

（注３）法人が代理人となる場合は、役員名簿（第２号様式）も提出してください。 

 

  

入 札 申 込 者 

（ 委 任 者 ） 

代理人使用印 
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入札者心得書 

○八戸市財務規則 

昭和 54 年１月 23 日規則第１号 

別記第１（第 118 条関係） 

入札者心得書 

（入札保証金） 

第１条 競争入札に参加しようとする者（以下「入札参加者」という。）は、入札執行前に、入札

金額の 100 分の５以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、入札保証金の納付を

免除された場合は、この限りでない。 

２ 前項の入札保証金の納付は、有価証券を担保として提供することによって、これにかえること

ができる。 

３ 前項の規定により担保として提供することができる有価証券の種類及び価値は、次のとおりと

する。ただし、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 156 条第１項第２号及び第３号

に掲げる証券をもって提供する場合の価値は、額面以内とする。 

種別 価値 

国債証券，地方債証券、興業債券、農林債券、商工債

券、長期信用債券、日本信用債券その他これらに準ず

る債券 

額面金額（割引債券にあっては、売

出価格）の10分の８以内 

金融機関が振り出し、又は支払保証した小切手 額面金額 

その他そのつど市長が認める有価証券等 市長が定める額 

４ 入札保証金は、開札が終った後に払戻しする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後

に払戻しする。 

５ 落札者は、入札保証金を契約保証金の全部又は一部に充当することができる。 

６ 落札者が契約を締結しないときは、入札保証金は、市に帰属する。 

（入札等） 

第２条 入札参加者は、仕様書、図面、契約書案、現場等を熟覧の上、入札しなければならない。

この場合において、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、関係職員の説明を求

めることができる。 

２ 入札書は、封かんの上、入札者の氏名を表面に記入し、公告又は通知書に示した時刻までに入

札しなければならない。 

３ 電子入札を行う者は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による入札に代えて、契約担当者

等が指定する日時までに入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を当該契約担当者等の

使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。 

４ 提出した入札書又は契約担当者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録した

入札金額その他の事項は、その書換え、引換え又は撤回をすることができない。 

５ 入札参加者は、代理人をして入札させる場合は、入札前に代理人に委任状を提出させなければ

ならない。 

６ 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。 

７ 入札は、郵便によって行うことができない。ただし、公告等において、これによることを認め

た場合は、この限りでない。 
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（入札の辞退） 

第３条 一般競争入札に参加する者及び指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつで

も入札を辞退することができる。 

２ 入札を辞退しようとする者は、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。 

(１) 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当者等に直接持参し、又は郵送（入札日の前日

までに到着するものに限る。）して行う。 

(２) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直

接提出して行う。 

３ 前項の規定による申出は、電子入札案件においては、電子入札システムを使用して行うことが

できる。 

４ 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるもので

はない。 

（公正な入札の確保） 

第４条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54

号）等に抵触する行為を行ってはならない。 

２ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札

意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。 

３ 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはな

らない。 

（入札の中止等） 

第５条 不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき、又は天災地変その他やむを得ない理由

が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することがある。 

（無効の入札） 

第６条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

(１) 入札の参加資格のない者がした入札 

(２) 同一の入札について２以上の入札をした者の入札 

(３) 公正な価格の成立を害し、又は不正の利益を得るためにした連合その他不正の行為によって

行われたと認められる入札 

(４) 入札書の金額、名称若しくは氏名、印影若しくは重要な文字が誤脱し、若しくは識別しがた

い入札又は金額を訂正した入札 

(５) 入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金を納付しない者又は入札保証金の納付

額が不足である者がした入札 

(６) 電子署名及び認証業務に関する法律（平成 12 年法律第 102 号）第２条第１項に規定する電

子署名のない電子入札 

(７) 電子入札案件において、契約担当者等の承諾を得ずに、又は指示を受けずに行われた入札書

による入札 

(８) 入札参加者又は第三者が不正な手段により情報を改ざんした電子入札 

(９) その他入札条件に違反した入札 

（落札者の決定） 

第７条 市の支出の原因となる契約については、予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札した

者を落札者とする。ただし、次条第１項又は第９条に定めるところにより、予定価格の制限の範

囲内の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者以外の者を落札者とすることがある。 



- 44 - 

 

（最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合） 

第８条 競争入札により工事の請負契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲

内で最低の価格で入札した者の当該入札に係る価格によってはその者により当該契約の内容に

適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公

正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その

者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で入札した他の者のうち、最低の価格で入札

した者を落札者とすることがある。 

２ 低入札価格調査制度の対象となる競争入札により工事の請負契約を締結しようとする場合に

おいて、予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札した者の当該入札に係る価格があらかじめ

設けた調査基準価格を下回り、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれが

あるかどうかについて調査するときには、その者は契約担当者等の調査に協力しなければならな

い。 

第９条 競争入札により工事又は製造の請負契約を締結しようとする場合において、当該契約の内

容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設

けて、予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とせず、予定価格の制限の範

囲内の価格で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者と

する。 

（再度入札） 

第 10 条 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき（最低制限価

格を設けた場合は、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき）

は、直ちに再度の入札を行う。 

（同価格入札の取扱い） 

第 11 条 落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、直ちにくじ（電子入札案

件にあっては、電子くじ。以下この条において同じ。）で落札者を定める。この場合において、

当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これにかえて、入札事務に関係のない市職員

にくじを引かせる。 

（契約保証金） 

第 12 条 落札者は、契約を締結しようとするときは、契約を締結するときまでに契約金額の 10

分の１以上の契約保証金を市に納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付を免除され

たときは、この限りでない。 

２ 第１条第２項及び第３項の規定は、前項の契約保証金について準用する。 

３ 工事の請負契約を締結する場合において、落札者は、前項に定めるもののほか、銀行若しくは

市長が確実と認めた金融機関の保証又は公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和 27 年法

律第 184 号）第２条第４項に規定する保証事業会社の保証を担保として提供することによって、

契約保証金の納付にかえることができる。この場合において、その担保の価値は、その保証する

金額とする。 

（契約書の取り交わし） 

第 13 条 落札者は、落札決定の日の翌日から起算して７日（市の休日を除く。）以内に契約書を

取り交わさなければならない。ただし、契約締結延期の承認を受けたときは、この限りでない。 

２ 落札者が、前項の期限までに契約書を取り交わさないときは、契約は、確定しないものとする。 

（保証人） 
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第 14 条 落札者は、保証人を立てる必要がある契約を締結するときは、自己と同等以上の資格及

び能力を有する保証人を立てなければならない。 

２ 指名競争入札の落札者は、同一の入札について指名を受けた者を前項の保証人とすることがで

きない。ただし、当該契約がその履行に特別な技術を要するものであるとき、その他市長がやむ

を得ないと認めるときは、この限りでない。 

（契約書の提出部数） 

第 15 条 落札者は、契約書２通（保証人を立てるときは、３通）を契約担当者等に提出しなけれ

ばならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

八戸市 商工労働まちづくり部  

産業労政課 雇用支援対策グループ 

〒031-8686 八戸市内丸一丁目 1番 1号 

TEL 0178-43-9038  FAX 0178-43-2146 

メール sangyo@city.hachinohe.aomori.jp 


